
年末調整入力マニュアル
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スタッフ向け

ログイン

保険料控除額の確認など記載内容の確認はこちらより
任意のフォルダへダウンロードしご確認ください。

年末調整を受ける際の注意点事項

入力フォームに沿ってご入力いただきますと、手続き完了画面より
以下書類のダウンロードが可能となります。

各種控除について

●〇 国税庁の詳細も合わせてご確認ください 〇●

※ダウンロード先はご利用機種によって異なります。
機種ごとにご確認ください。

本年情報
入力

完了翌年情報
入力

証明書
原本を
郵送※

※
書類へ申告
した方のみ
証明書の原
本の郵送が
必要です。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/303.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/302.pdf
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【具体的な手順～ログイン～】

① Navi年末調整から、ログインURLが届きます。
記載されているURLをクリックします。

注意

・navi-mail.com 
・uts-nencho.com
・受信拒否
・迷惑メールフォルダへの振り分け

などにご注意ください。

<動作環境>
スタッフ側サイト
(スマホ):GoogleChrome最新版/Safari最新版
(PC):GoogleChrome最新版

② 生年月日を入力してログインします。

期間外は入力できませんので
ご注意ください。

③ 【年末調整の対象者です】をクリックします。

年末調整
実施条件

✓ その年の「給与所得者の扶養
控除等(異動)申告書」を提出さ

    れていること

✓ その年の12月にトーハン・コン
    サルティングから給与支払いが
    あること

✓ その年に他社からの給与所得が
    あった場合、その分の源泉徴収
    票を提出できること
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④ 本人情報の入力を確認。
    変更がある方は修正をします。
    終わりましたら「次へ」 ボタ
    ンをクリックし、次の画面に
進みます。

【具体的な手順～本年情報入力～】

⑤ 扶養情報を入力します。10月
現在の登録情報が表示され
ていますのでご確認ください。

    変更がある場合は修正、ない
場合は画面右下の「次へ」ボ
タンをクリックし、次の画面

    に進みます。

年末調整時に今年度の被扶養者として
申請する場合は必ず入力ください

本人情報入力

扶養親族入力

① 扶養情報を入力。
② 所得を入力。下記より計算方法を確認。

A.給与収入の場合・・・・Excel版で確認 または PDF版で確認

配偶者がいる
配偶者(特別)控除を受ける

① 両方にチェック

-

） ② 給与収入を入力額面（ - ×12ヶ月 = 交通費

B.年金収入の場合・・・・こちらから確認

配偶者を扶養する

配偶者以外(親・子)を扶養する

C.給与+年金収入の場合・ AとBの計算結果を足す=所得

https://support.syuppannavi.com/wp-content/uploads/2025/10/ba2911e3d2f724d6a87d3a9c1b6f0cbc.xlsx
https://support.syuppannavi.com/wp-content/uploads/2025/10/ba2911e3d2f724d6a87d3a9c1b6f0cbc.xlsx
https://support.syuppannavi.com/wp-content/uploads/2025/10/kyuuyoshotoku2025.pdf
https://support.syuppannavi.com/wp-content/uploads/2025/10/kyuuyoshotoku2025.pdf
https://support.syuppannavi.com/wp-content/uploads/2025/10/nenkin2025.pdf
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基礎控除入力

⑥ 給与収入をB~F
どれかを選択。

（事業所得・雑所得・配当所得・不動産所得など）
給与所得以外の所得の種類等はこちらよりご確認ください※

（ - ）

×12ヶ月 = 

額面 交通費

＜算出方法＞

※給与、年金以外の収入でご自身にて確定申告されていない
ものがある場合はご入力ください。

B～Fの判定の仕方
A コンサルティングからの給与のみの方（報酬はカウントしません）

B 給与収入200万4000円未満

C 給与収入475万2000円未満

D 給与収入665万5557円未満

E 給与収入850万以下

F 給与収入850万超

B 他社からの給与、または前職の給与がある方（報酬はカウントしません）

給与収入200万4000円未満 B

給与収入475万2000円未満 C

給与収入665万5557円未満 D

給与収入850万以下 E

給与収入850万超 F

16万7000円未満 0

ひと月の平均給与月額

基礎控除申告書で以下を選択
残業代も含めます。通勤交通費は含みません。

コンサルティングからの

おおよその平均給与月額

他社からの

おおよその給与月額※報酬は除く

70万8334円以上 0

16万7000円～39万6000円未満 0

39万6000円～55万4630円未満 0

55万4630円～70万8334円未満 0

前職の給与金額

（源泉徴収票の支払金額）
＋

コンサルティングからの

平均給与月額

×

12月までの給与回数

＝

基礎控除申告書で選択

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm
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保険料情報入力

⑦ 保険料情報を入力し、
保険料情報の画像を

    添付します。

保険料情報がない方は「次へ」ボタン
をクリックし次の画面に進みます。

注意事項

・保険料情報は控除額の
   多い順に入力ください。

・控除額の確認は手続き
   完了後PDFをダウンロー
   ドしご確認ください。

・WEB上へ添付した証明書
   の原本は提出期限までに
   弊社へ郵送をお願いいた
   します。

証明書の写真は
「ファイル選択」
から保存されてい
るファイル又はカ
メラを選択します。

住宅ローンの入力

住宅ローン情報がない方は「次へ」ボタンを
クリックし次の画面に進みます。

入力方法は詳細マニュアルにてご確認ください。

https://www.uts-corp.co.jp/support/navinencho/N_staffmanual.pdf
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前職情報の入力

対象者

・今年1月以降、弊社の前に就業されていた会社がある方

・令和6年12月に退職され、令和7年1月にお給与が
支払われている方

令和7年度 入社された方は必ずご確認ください

注意事項

・乙欄に〇が付いている源泉徴収票は年末調整できません

・支払調書は年末調整できません

⑧ 前職情報を入力します。

・WEB上へ添付した源泉
徴収票は提出期限まで
に弊社へ郵送をお願い
いたします。

 （コピー可）

・退職所得の源泉徴収票
   の提出は不要です。

「次へ」ボタンをクリックすると本年分入力内容確認画面へ
移行します。続けて翌年(R8)情報の入力画面へお進みください。

前職情報がない方は「次へ」ボタンを
クリックし次の画面に進みます。
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【具体的な手順～翌年情報入力～】

⑩ 翌年扶養情報を確認。
    変更がある場合は修正、ない
場合は画面右下の「次へ」ボ
タンをクリックし、次の画面

    に進みます。

本人情報入力

扶養親族入力

⑨ 翌年情報を確認。
    変更がある方は修正をします。
    終わりましたら「次へ」 ボタ
    ンをクリックし、次の画面に
進みます。

「次へ」ボタンをクリックすると翌年分入力内容確認画面へ
移行します。手続き完了画面へお進みください。

配偶者がいる
配偶者(特別)控除を受ける

① 両方にチェック

② 給与収入を入力額面（ - ×12ヶ月 = 交通費

配偶者を扶養する

）

① 扶養情報を入力。
② 所得を入力。下記より計算方法を確認。

A.給与収入の場合・・・・ Excel版で確認 または PDF版で確認

B.年金収入の場合・・・・こちらから確認

配偶者以外(親・子)を扶養する

C.給与+年金収入の場合・AとBの計算結果の合計=所得

https://support.syuppannavi.com/wp-content/uploads/2025/10/ba2911e3d2f724d6a87d3a9c1b6f0cbc.xlsx
https://support.syuppannavi.com/wp-content/uploads/2025/10/ba2911e3d2f724d6a87d3a9c1b6f0cbc.xlsx
https://support.syuppannavi.com/wp-content/uploads/2025/10/kyuuyoshotoku2025.pdf
https://support.syuppannavi.com/wp-content/uploads/2025/10/kyuuyoshotoku2025.pdf
https://support.syuppannavi.com/wp-content/uploads/2025/10/nenkin2025.pdf
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